
富士見市福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱 

平成２４年４月２６日 

告示第１８１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第４１条第１項に規定する居宅要介護被保険者又は法第５３条第１項に規定する居

宅要支援被保険者（以下「要介護被保険者等」という。）が法第４４条に規定する

居宅介護福祉用具購入費若しくは法第５６条に規定する介護予防福祉用具購入費又

は法第４５条に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第５７条に規定する介護予

防住宅改修費（以下「住宅改修費等」という。）の支給を受ける場合において、そ

の受領に関する権限を、福祉用具を販売した者又は住宅改修を行った者（以下「事

業者」という。）に委任したことに基づき、本市が住宅改修費等を事業者に支払う

こと（以下「受領委任払」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 受領委任払の方法による支給対象となる者は、市が行う介護保険の要介護被

保険者等であって次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

(１) 法第４章第６節に規定する保険給付の制限等を受けている者 

(２) 医療機関に入院し、又は介護保険施設に入所している者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者 

（住宅改修費等の申請） 

第３条 受領委任払の方法により住宅改修費等の支給を受けようとする者（以下「申

請者」という。）は、富士見市介護保険規則（平成１２年規則第２４号）第１６

条に規定する支給申請書及び関係書類に加え、介護保険居宅介護（介護予防）住

宅改修費等の受領委任払に関する委任状兼承諾書（別記様式）を市長に提出しな

ければならない。 

（支給） 

第４条 市長は、住宅改修費等の支給決定を行ったときは、申請者に対して支給すべ

き額を限度として申請者に代わり事業者に支払うことができる。 

２ 市長は、前項の支給を行う場合は、事業者に対し通知するものとする。 



（受領委任払の中止） 

第５条 市長は、次の各号の要件に該当する場合は、受領委任払を中止することがで

きる。 

(１) 申請者又は事業者が受領委任払の解除を申し出た場合 

(２) 住宅改修費等の支給前に第２条に定める要件に該当しなくなった場合 

(３) その他市長が受領委任払の方法によることが適当でないと認める場合 

２ 市長は、前項による中止の決定を行った場合は、その旨を申請者及び事業者に通

知しなければならない。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２４年５月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の富士見市福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施

要綱の規定は、この告示の施行の日（以下「施行日」という。）以後に申請のあった

受領委任払について適用し、施行日前に申請のあった受領委任払については、なお従

前の例により 

 


